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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサによって、輸送事業者によって管理されている車両の第１地点での第１出発
時間を受信し、
　前記プロセッサによって、前記第１地点の後に位置する第２地点での前記車両の第２出
発時間を受信し、
　前記プロセッサによって、前記第１出発時間と第２出発時間との差を決定し、
　前記プロセッサによって、前記差の決定に応じて、前記第２地点の後の地点の前記車両
の更新された推定到着時間を示す、更新されたスケジュールを提供するために、現在のス
ケジュールを更新し、
　前記更新されたスケジュールを提供するために前記現在のスケジュールを更新する工程
が、前記プロセッサによって、前記輸送事業者によって管理されている少なくとも１台の
他の車両の更新された推定第１出発時間を提供するために、該少なくとも１台の他の車両
の推定第１出発時間を更新することを含み、
　該少なくとも１台の他の車両の前記推定第１出発時間は該少なくとも１台の他の車両が
前記第１地点を出発することが予想される時間であり、
　前記少なくとも１台の他の車両が移動中の車両である、
　輸送事業者の効率を最適化するための方法。
【請求項２】
　前記プロセッサによって、前記少なくとも１台の他の車両の第１出発時間を受信するこ
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とをさらに含み、前記少なくとも１台の他の車両の前記第１出発時間が該少なくとも１台
の他の車両が前記第１地点を出発する時間である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記プロセッサによって、前記少なくとも１台の他の車両の前記更新された推定第１出
発時間と前記少なくとも１台の他の車両の記録された第１出発時間との差を決定すること
をさらに含み、前記差が制御方策データである、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記制御方策データの決定に応じて前記更新されたスケジュールを提供するために、前
記現在のスケジュールが更新される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記プロセッサによって、前記更新されたスケジュールに応じて前記車両と前記少なく
とも１台の他の車両との間の運行間隔を最適化することをさらに含む、請求項４に記載の
方法。
【請求項６】
　前記運行間隔を最適化する工程が、
　前記プロセッサによって、少なくとも前記車両に関連する所定のデータを受信すること
、及び
　前記プロセッサによって、前記所定のデータを受信する工程に応じて前記運行間隔を最
適化すること、を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記更新されたスケジュールを提供するために前記現在のスケジュールを更新する工程
が、前記プロセッサによって、前記車両に関する速度情報を受信することを含み、
　前記車両に関する前記速度情報を受信する工程に応じて前記更新されたスケジュールを
提供するために、前記現在のスケジュールが更新される、請求項１～６のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項８】
　輸送事業者の効率を最適化するための装置であって、
　該輸送事業者によって管理されている車両の第１地点での第１出発時間を受信する手段
と、
　前記第１地点の後に位置する第２地点での前記車両の第２出発時間を受信する手段と、
　前記第１出発時間と第２出発時間との差を決定する手段と、
　前記差の決定に応じて、前記第２地点の後の地点の前記車両の更新された推定到着時間
を示す、更新されたスケジュールを提供するために、現在のスケジュールを更新する手段
と、
　を有し、
　前記更新されたスケジュールを提供するために前記現在のスケジュールを更新する手段
は、前記輸送事業者によって管理されている少なくとも１台の他の車両の更新された推定
第１出発時間を提供するために、該少なくとも１台の他の車両の推定第１出発時間を更新
し、
　該少なくとも１台の他の車両の前記推定第１出発時間は該少なくとも１台の他の車両が
前記第１地点を出発することが予想される時間であり、
　前記少なくとも１台の他の車両が移動中の車両である、
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は主に、輸送事業者の効率を最適化するための方法に関するが、これに限定され
るものではない。
【背景技術】
【０００２】
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　都市交通の急速な発展に伴い道路網構造はより複雑になり、配送の交通量が増大してい
る。都市交通システムの適切かつ効率的な運用に影響を及ぼす多くの要因がある。これら
の要因には、基幹設備、運用管理の高度な特質、及び対応する技術的手段が含まれる。
【０００３】
　都市化は都市部における輸送サービスの提供に多くの課題を突きつけている。この課題
は、輸送事業者の効率を最適化することを含む。１つの例は、バス事業者の輸送能力の向
上やサービス品質の向上が困難になっていることである。
【０００４】
　輸送事業者の運用を管理するために２つの可能な方法がある。すなわち、予め定めされ
たスケジュールに対する時間厳守とルート運行間（between trips）の運行間隔（headway
）の均等性の管理である。これに関連して、スケジュール最適化技術は都市交通の運用の
管理に応用されている技術である。スケジュール最適化は、効率を最適化するためにリア
ルタイムの交通情報、初期スケジュール、及び車両の速度データに基づいたものであって
もよい。輸送事業者が改善に取り組んでいるパラメータは、運行間隔、すなわち輸送シス
テムにおける車両間の距離又は時間の測定である。最小運行間隔は、車両の速度を低下さ
せることなくシステムによって達成可能な最短距離又は最短時間である。世界中で、輸送
事業者はルート運行間の運行間隔の均等化に取り組むことによって効率を最適化すること
を目指している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　現在、従来の技術においては、次の地点（または停車地（station））での車両の到着
時間に焦点を当てた到着予定時間（ＥＴＡ（Estimated Time Arrival））を採用すること
によって運行間隔を改善している。この手法の１つの問題は、計画にその後のルート運行
がすでに含まれている場合に計画を調整する選択肢が少なく、輸送事業者は潜在的な遅延
を回避する能力を有さないということである。
【０００６】
　１つの従来技術では、運行中の車両とその後のルート運行の出発時間と到着時間を、最
新の出発時間と到着時間の記録に基づいて反復的に調整する。ＲＥＦＬＥＸは、超過待ち
時間（ＥＷＴ（Excess Waiting Times））関数の確率的グローバル最小値に収束するため
に確率的アニーリング（ＳＡ（Stochastic Annealing））を利用する最適化技術である。
ＲＥＦＬＥＸは、逐次外点欲張り法（ＳＥＰＧ（Sequential Exterior Point Greedy））
を利用し、それの高速な最適化により反復的に実行できる。
【０００７】
　図１Ａは、ルート運行全体について車両の全ての出発時間及び到着時間を収集する、上
述のような従来技術を利用する従来のシステム１００のブロック図を示す。出発時間は車
両がある地点を出発する時間であり、到着時間は車両が次の地点に到着する時間である。
プロセッサモジュール１１０は、調整データ１１２を生成するために、対応するデータベ
ース１０２から初期スケジュールデータを受信し、対応するデータベース１０４から制御
方策（control measures）及びそれらに必要なデータを受信し、外部データベース１０６
及び１０８から他のデータを受信するように構成されている。この技術の問題点は、完全
な出発時間と到着時間の記録によってのみ、調整が実行できるということである。しかし
、現在の状況に過度な適合が行われることが多く、結果的に運行間隔の均等化を悪化させ
ている。
【０００８】
　図１Ｂは、進行中のルート運行及びその後のルート運行中に車両の出発時間及び到着時
間を調整する、他の従来技術を利用する従来のシステム１５０のブロック図を示す。プロ
セッサモジュール１３６は、対応するデータベース１２２から初期スケジュールデータを
受信し、対応するデータベース１２４から制御方策及びそれらに必要なデータを受信し、
外部データベース１２６からその他のデータを受信するように構成されている。プロセッ
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サモジュール１３６は、車両の次の地点の到着時間を推定するように構成された計算モジ
ュール１３４に動作可能に結合されている。計算モジュール１３４は、プロセッサモジュ
ール１３６に対して次の停車地での車両の到着予定時間を生成するために、走行速度デー
タ１３０を受信するように構成されている。この手法の問題点の１つは、ルート運行の移
動時間（travel time）が先行車両の移動時間に基づいて推定されることであり、推定移
動時間は短期間でのみ正確である。すなわち、先行車両の直後に地点に到着するようにス
ケジュールされていない車両については、推定が困難又は不可能であることが多い。さら
に、短期的な枠（window）（すなわち、次のバス停に対してのみ）に大きな遅れが推定さ
れるが、長期的な枠（すなわち、その後のバス停）において遅れが小さくなる可能性があ
る場合、調整が全体の動作を改善するためには大きくなり過ぎることがある。つまり、現
在の状況に過度な適合が行われ、長期的な状況に適合せず、結果的に運行間隔の均等化を
悪化させてしまう。
【０００９】
　したがって、上記の問題の１つ以上に対処する輸送事業者の効率を最適化するための方
法を提供する必要がある。
【００１０】
　さらに、他の望ましい特徴及び特性は、本開示の添付の図面及び上述の背景と共に、以
下の詳細な説明及び添付の特許請求の範囲を参照することによって明らかになるであろう
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　第１の態様において、輸送事業者の効率を最適化するための方法は、プロセッサによっ
て、輸送事業者によって管理されている車両の第１地点での第１出発時間を受信すること
、前記プロセッサによって、前記第１地点の後に位置する第２地点での前記車両の第２出
発時間を受信すること、前記プロセッサによって、前記第１出発時間と第２出発時間との
差を決定すること、及び前記プロセッサによって、前記差の決定に応じて、前記第２地点
の後の地点の前記車両の更新された推定到着時間を示す、更新されたスケジュールを提供
するために、現在のスケジュールを更新すること、を含む。
【００１２】
　１つの実施形態において、前記更新されたスケジュールを提供するために前記現在のス
ケジュールを更新する工程は、前記プロセッサによって、前記輸送事業者によって管理さ
れている少なくとも１台の他の車両の更新された推定第１出発時間を提供するために、該
少なくとも１台の他の車両の推定第１出発時間を更新することを含み、ここで、該少なく
とも１台の他の車両の前記推定第１出発時間は該少なくとも１台の他の車両が前記第１地
点を出発することが予想される時間である。１つの実施形態において、前記方法は、前記
プロセッサによって、前記少なくとも１台の他の車両の第１出発時間を受信することをさ
らに含み、前記少なくとも１台の他の車両の前記第１出発時間は該少なくとも１台の他の
車両が前記第１地点を出発する時間である。
【００１３】
　１つの実施形態において、前記方法は、前記プロセッサによって、前記少なくとも１台
の他の車両の前記更新された推定第１出発時間と前記少なくとも１台の他の車両の記録さ
れた第１出発時間との差を決定することをさらに含み、前記差は制御方策データである。
【００１４】
　１つの実施形態において、前記制御方策データの決定に応じて前記更新されたスケジュ
ールを提供するために、前記現在のスケジュールが更新される。
【００１５】
　１つの実施形態において、前記方法は、前記プロセッサによって、前記更新されたスケ
ジュールに応じて前記車両と前記少なくとも１台の他の車両との間の運行間隔を最適化す
ることをさらに含む。
【００１６】
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　１つの実施形態において、前記運行間隔を最適化する工程は、前記プロセッサによって
、少なくとも前記車両に関連する所定のデータを受信すること、及び前記プロセッサによ
って、前記所定のデータを受信する工程に応じて前記運行間隔を最適化すること、を含む
。
【００１７】
　１つの実施形態において、前記少なくとも１台の他の車両は移動中の車両である。
【００１８】
　１つの実施形態において、前記更新されたスケジュールを提供するために前記現在のス
ケジュールを更新する工程は、前記プロセッサによって、前記車両に関する速度情報を受
信することを含み、前記車両に関する前記速度情報を受信する工程に応じて前記更新され
たスケジュールを提供するために、前記現在のスケジュールが更新される。
【００１９】
　１つの実施形態において、前記方法は、前記更新されたスケジュールをディスプレイ上
に表示することをさらに含む。
【００２０】
　他の態様において、輸送事業者の効率を最適化するための装置は、少なくとも１つのプ
ロセッサ、及びコンピュータプログラムコードを含む少なくとも１つのメモリを備え、前
記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１
つのプロセッサによって、前記装置に少なくとも、輸送事業者によって管理されている車
両の第１地点での第１出発時間を受信させ、前記第１地点の後に位置する第２地点での前
記車両の第２出発時間を受信させ、前記第１出発時間と第２出発時間との差を決定させ、
かつ前記差の決定に応じて、前記第２地点の後の地点の前記車両の更新された推定到着時
間を示す、更新されたスケジュールを提供するために、現在のスケジュールを更新させる
ように構成されている。
【００２１】
　１つの実施形態において、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラ
ムコードは、前記少なくとも１つのプロセッサによって、少なくとも１台の他の車両の第
１出発時間を受信するように、さらに構成されており、前記少なくとも１台の他の車両の
前記第１出発時間は該少なくとも１台の他の車両が前記第１地点を出発する時間である。
【００２２】
　１つの実施形態において、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラ
ムコードは、前記少なくとも１つのプロセッサによって、前記少なくとも１台の他の車両
の前記更新された推定第１出発時間と前記少なくとも１台の他の車両の記録された第１出
発時間との差を決定するように、さらに構成されており、前記差は制御方策データである
。
【００２３】
　１つの実施形態において、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラ
ムコードは、前記少なくとも１つのプロセッサによって、前記制御方策データの決定に応
じて前記更新されたスケジュールを提供するために、前記現在のスケジュールを更新する
ように、さらに構成されている。
【００２４】
　１つの実施形態において、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラ
ムコードは、前記少なくとも１つのプロセッサによって、前記更新されたスケジュールに
応じて前記車両と前記少なくとも１台の他の車両との間の運行間隔を最適化するように、
さらに構成されている。
【００２５】
　１つの実施形態において、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラ
ムコードは、前記少なくとも１つのプロセッサによって、少なくとも前記車両に関する所
定のデータを受信し、かつ前記所定のデータの受信に応じて前記運行間隔を最適化するよ
うに、さらに構成されている。
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【００２６】
　１つの実施形態において、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラ
ムコードは、前記少なくとも１つのプロセッサによって、前記車両に関する速度情報を受
信するように、さらに構成され、前記車両に関する前記速度情報の受信に応じて前記更新
されたスケジュールを提供するために、前記現在のスケジュールが更新される。
【００２７】
　１つの実施形態において、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラ
ムコードは、前記少なくとも１つのプロセッサによって、前記更新されたスケジュールを
ディスプレイ上に表示するように、さらに構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　本発明の実施形態は、図面と共になされる、例としての以下の説明により、よりよく理
解され、当業者に明白になるであろう。
【００２９】
【図１Ａ】輸送事業者の効率を最適化する従来システムのブロック図を示す。
【００３０】
【図１Ｂ】輸送事業者の効率を最適化する従来システムのブロック図を示す。
【００３１】
【図２】実施形態に従って輸送事業者の効率を最適化するシステムのブロック図を示す。
【００３２】
【図３】本発明の実施形態に係る、輸送事業者の効率を最適化するための方法を示すフロ
ーチャートを示す。
【００３３】
【図４】本発明の実施形態に係る、輸送事業者の効率を最適化するシステムのブロック図
を示す。
【００３４】
【図５Ａ】本発明の実施形態に従って輸送事業者の効率がどのように最適化されるかにつ
いての例を示す。
【００３５】
【図５Ｂ】輸送事業者の効率を最適化するために使用されるパラメータを示す。
【００３６】
【図５Ｃ】移動中の車両５０４、５０６と、駐車中の少なくとも１台の車両５０８とが存
在する例を示している。
【００３７】
【図５Ｄ】システムを使用して輸送事業者の効率がどのように最適化されるかを示してい
る。
【００３８】
【図５Ｅ】システムを使用して輸送事業者の効率がどのように最適化されるかを示してい
る。
【００３９】
【図５Ｆ】システムを使用して輸送事業者の効率がどのように最適化されるかを示してい
る。
【００４０】
【図５Ｇ】輸送事業者の効率を最適化しながら、どのように出発時間を予測できるかを示
している。
【００４１】
【図５Ｈ】ルート運行間の運行間隔を最適化するために、以前の工程で説明した設定およ
び工程がどのように使用されるかを示している。
【００４２】
【図５Ｉ】実際の出発記録／予想発送時間５２２及び予測移動時間／計画移動時間５２４
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から、どのように調整された出発時間５２８が作成されるかを示している。
【００４３】
【図５Ｊ】少なくともユーザに、どのように多様な結果が表示されるかを示している。
【００４４】
【図５Ｋ】輸送事業者に対して、どのように効率が最適化されるかに関する第２の反復を
示す。
【００４５】
【図５Ｌ】第２の反復において、どのように出発時間が予測されるかを示している。
【００４６】
【図５Ｍ】第２の反復において、輸送事業者の効率を最適化するために、どのように出発
時間が調整されるかを示している。
【００４７】
【図６】図３の方法を実行するために使用される例としての計算装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　以下、本発明の例としての実施形態を、図面を参照して説明する。図面中の同様の参照
番号及び記号は同様の要素又は同等物を示す。
【００４９】
　以下の説明の一部は、コンピュータメモリ内のデータに対するアルゴリズム及び、演算
の機能的又は記号的な表現に対して明示的又は暗黙的に示される。これらのアルゴリズム
的記述及び機能的又は記号的表現は、データ処理技術の当業者が、彼らの作業の内容を他
の当業者に最も効果的に伝えるために使用する手段である。ここで、アルゴリズムは、一
般的には、所望の結果を導く工程の自己矛盾の無いシーケンスであるとみなされる。工程
は、記憶、転送、結合、比較、及び他の方法での操作が可能な電気信号、磁気信号、又は
光信号などの物理量の物理的操作を必要とする工程である。
【００５０】
　特に明記されない限り、また以下から明らかなように、本明細書を通して、「受信」、
「計算」、「決定」、「更新」、「生成」、「初期化」、「出力」、「受信」、「検索（
retrieving）」、「識別」、「分散」、「認証」等の用語を利用する記載は、コンピュー
タシステム内の物理量として表されるデータを、コンピュータシステム又は他の情報記憶
、伝送又は表示装置内の物理量として同様に表される他のデータに操作及び変換する、コ
ンピュータシステム又は同様の電子装置の動作及び処理を意味する。
【００５１】
　本明細書はまた、方法の動作を実行するための装置を開示する。そのような装置は必要
な目的のために特別に構成されてもよいし、又はコンピュータに格納されたコンピュータ
プログラムによって選択的に起動又は再構成されるコンピュータ又は他の装置を含んでも
よい。ここで示されるアルゴリズム及びディスプレイは、いかなる特定のコンピュータ又
は他の装置にも本質的に関連付けられるものではない。本明細書の教示に従ったプログラ
ムと共に多様な機械を使用することができる。あるいは、必要な方法の工程を実行するた
めの、より特化された装置の構成が適当である場合もある。コンピュータの構造は、以下
の説明から明らかになるだろう。
【００５２】
　さらに、本明細書はまた、コンピュータプログラムも暗黙的に開示し、そこにおいて、
ここに記載される方法の個々の工程がコンピュータコードによって実施されてもよいこと
は当業者には明らかであるだろう。コンピュータプログラムは特定のプログラミング言語
及びその実施に限定されるものではない。本明細書に含まれる開示の教示を実施するため
に、多様なプログラミング言語及びそのコーディングを使用できることが理解されるだろ
う。さらに、コンピュータプログラムは特定の制御フローに限定されるものではない。本
発明の意図又は範囲から逸脱することなく異なる制御フローを使用することができるコン
ピュータプログラムの、他の多くの変形が存在する。
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【００５３】
　さらに、コンピュータプログラムの１つ以上の工程は、順次的ではなく、並列的に実行
されてもよい。そのようなコンピュータプログラムは任意のコンピュータ可読媒体に格納
されてもよい。コンピュータ可読媒体は、磁気ディスク又は光ディスク、メモリチップ、
又はコンピュータとのインターフェースに適した他の記憶装置などの記憶装置を含むこと
ができる。コンピュータ可読媒体はまた、インターネットシステムに代表されるような有
線の媒体、又はＧＳＭ移動電話システムに代表されるようなワイヤレスの媒体を含んでも
よい。そのようなコンピュータにロードされて実行されるコンピュータプログラムは、好
ましい方法の工程を実施する装置を効果的にもたらす。
【００５４】
　本発明の多様な実施形態は、輸送事業者の効率を最適化するための方法及び装置に関す
る。１つの実施形態において、方法及び装置は、第１地点及び第１地点の後の第２地点に
おける車両の出発時間に基づいて、更新されたスケジュールを提供するために、現在のス
ケジュールを更新する。
【００５５】
　図２は、実施形態に係る、輸送事業者の効率を最適化するシステム２００のブロック図
を示す。
【００５６】
　図２を参照すると、最適化プロセスの提供は、少なくとも１つのセンサ２１０に動作可
能に結合された装置２０２を含む。各センサ２１０は、ある地点における車両の少なくと
も出発時間を記録して送信するように構成されている。センサ２１０は、特に、撮像装置
及びモーションセンサを含む。装置２０２は車両の出発時間を受信するように構成されて
いる。
【００５７】
　センサ２１０は、装置２０２との適切なプロトコルを使用した無線通信が可能である。
例えば、実施形態は、ワイファイ（ＷｉＦｉ）（登録商標）／ブルートゥース（Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ）（登録商標）対応装置２０２と通信可能なセンサ２１０を使用して実施され
てもよい。使用される無線通信プロトコルに応じて、センサ２１０と装置２０２との間の
通信を確立するために適切なハンドシェーク手順を実行する必要があることが当業者には
理解されるだろう。例えば、ブルートゥース通信の場合、通信を確立するためにセンサ２
１０と装置２０２のディスカバリ及びペアリングが行われてもよい。
【００５８】
　例として、車両（例えば、バス）が第１地点（例えば、バス停）を出発する際に、出発
時間がセンサ２１０に記録（又は検出）される。出発時間（又は第１出発時間）は、車両
が第１地点を出発することに応じて記録されてもよい。つまり、出発時間は、車両が第１
地点を出発して第２地点（又は第１地点の次の地点）に向かう期間の開始に関連する。車
両が第２地点に到着したとき、第２地点に配置された他のセンサ２１０で到着時間が検出
されてもよい。到着時間は、車両が第２地点に到着したことに応じて記録されてもよい。
つまり、到着時間は、車両が第１地点を離れるときに始まる期間の終了に関連する。第１
出発時間から第２地点の到着時間までの期間は移動中時間（transit time）とも呼ばれる
。第２地点のセンサ２１０は、車両が第２地点を離れる出発時間を記録するように構成さ
れている。車両が第２地点に留まる期間は滞在時間である。滞在時間は車両がある地点に
留まる期間を意味し、その地点の車両の到着時間及び出発に基づいて決定することができ
る。
【００５９】
　装置２０２はプロセッサ２０４及びメモリ２０６を備えてもよい。本発明の実施形態に
おいて、メモリ２０６及びコンピュータプログラムコードは、プロセッサ２０４によって
、装置２０２に、輸送事業者によって管理されている車両の第１地点での第１出発時間を
受信させ、第１地点の後に位置する第２地点での車両の第２出発時間を受信させ、第１出
発時間と第２出発時間との差を決定させ、かつ差の決定に応じて、第２地点の後の地点の
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車両の更新された推定到着時間を示す、更新されたスケジュールを提供するために、現在
のスケジュールを更新させるように構成されている。
【００６０】
　装置２０２はサーバ（例えば、以下の図４の運行間隔最適化サーバ４１６）であっても
よい。本発明の実施形態において、用語「サーバ」の使用は単一の計算装置、又は少なく
とも特定の機能を実行するために協働する、相互接続された計算装置のコンピュータネッ
トワークを意味してもよい。つまり、サーバは単一のハードウェア装置内に含まれていて
もよいし、あるいは複数又は多数の異なるハードウェア装置間に分散されていてもよい。
【００６１】
　そのようなサーバは図３に示される方法３００を実施するために使用されてもよい。図
３は本発明の実施形態に係る、輸送事業者の効率を最適化するための方法３００を示すフ
ローチャートを示す。
【００６２】
　大都市圏での頻繁なバスの運用は、バス停での超過待ち時間（ＥＷＴ（Excess Waiting
 Time））を減らすことにより、乗客に信頼できるサービスを提供することが期待されて
いる。ロンドンやシンガポール等の大都市では、バス事業者は乗客のＥＷＴを減らすこと
ができた場合には金銭的な優遇措置を受け、削減できなかった場合には反則金を受ける。
しかし、バスの数珠繋ぎ状態を防止することによりバスの運用の規則性を最適化すること
は計算的に解決困難な問題であり、バス事業者は毎日のバスのルート運行を最適な方法で
スケジュールすることができない。そのため、輸送事業者（又はバス事業者）は、彼らの
運用を管理するために、停留所への配車や停留所でのバスの待機等の運用制御方策を十分
に活用することなく、自社のノウハウに頼っている。本発明の実施形態は、彼らが予測枠
を設定し、事前にその後のルート運行の計画を更新することにより運行間隔を管理するこ
とを可能にする。
【００６３】
　したがって、本発明の実施形態は、車両が２つの地点の間を走行するときの運行間隔を
均等化することによって輸送事業者の効率を好都合に最適化することを可能にする。これ
が可能になるのは、多様な実施形態において、ある地点における車両の滞在時間を考慮す
ることによって、より正確な運行間隔が決定されるからである。対照的に、従来技術にお
いては、移動中時間（例えば、第１地点の出発時間及び第２地点の到着時間）のみが考慮
される。
【００６４】
　概略的に述べると、方法３００は、
【００６５】
　工程３０２：プロセッサによって、輸送事業者によって管理されている車両の第１地点
での第１出発時間を受信すること、
【００６６】
　工程３０４：プロセッサによって、第１地点の後に位置する第２地点での車両の第２出
発時間を受信すること、
【００６７】
　工程３０６：プロセッサによって、第１出発時間と第２出発時間との差を決定すること
、及び
【００６８】
　工程３０８：プロセッサによって、差の決定に応じて、第２地点の後の地点の車両の更
新された推定到着時間を示す、更新されたスケジュールを提供するために、現在のスケジ
ュールを更新すること、を含む。
【００６９】
　工程３０８において、輸送事業者の効率を最適化するための方法３００は、該輸送事業
者によって管理されている少なくとも１台の他の車両の推定第１出発時間を更新すること
を含む。上記少なくとも１台の他の車両の推定第１出発時間は、該少なくとも１台の他の
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車両が第１地点から出発することが予想される時間である。この時間は現在のスケジュー
ルに含まれてもよい。以下の説明において、輸送事業者の効率が予測の枠内で最適化され
るので、最新のスケジュールは「現在のスケジュール」（各地点で車両がいつ到着するか
を示す初期スケジュールを含む）と呼ばれる。これは、現在のスケジュールに対する調整
を含む「更新されたスケジュール」と区別するためである。
【００７０】
　更新された推定第１出発時間は、工程３０６における第１出発時間と第２出発時間との
差分を考慮したものである。多様な実施形態において、上記少なくとも１台の車両は、工
程３０２から工程３０６で述べた車両の後ろを走行中であるか、又は走行するようにスケ
ジュールされた車両である。したがって、対象の車両が初期の推定よりも長い時間がかか
ると予想される場合には、対象の車両の後方の（１台の又は複数の）車両も遅れて到着す
ると予想することができる。
【００７１】
　さらに、工程３０８において、輸送事業者の効率を最適化するための方法３００は、車
両に関する速度情報を受信することをさらに含み、車両に関する速度情報を受信する工程
に応じて更新されたスケジュールを提供するために、現在のスケジュールが更新される。
【００７２】
　方法３００は、少なくとも１台の他の車両の実際の第１出発時間を受信することをさら
に含んでもよい。上記受信した少なくとも１台の他の車両の第１出発時間は、該少なくと
も１台の他の車両が第１地点から出発する時間である。上記少なくとも１台の他の車両の
第１出発時間の受信に応じて、方法はさらに、該少なくとも１台の他の車両の更新された
推定第１出発時間と該少なくとも１台の他の車両の記録された第１出発時間との差を決定
することをさらに含んでもよく、その差は制御方策データであってもよい。現在のスケジ
ュールは、該制御方策データの決定に応じて更新されたスケジュールを提供するために更
新される。現在のスケジュールと更新スケジュールの少なくとも１つがディスプレイに表
示されてもよい。
【００７３】
　方法３００は、更新されたスケジュールに応じて車両と少なくとも１台の他の車両との
間の運行間隔を最適化することをさらに含んでもよい。運行間隔を最適化する工程は、少
なくとも上記車両に関する所定のデータを受信することと、該所定のデータの受信に応じ
て運行間隔を最適化することを含んでもよい。所定のデータは車両の走行速度を含んでも
よい。あるいは、所定のデータは車両に関するデータであってもよい。例えば、所定のデ
ータは車両の責任者である運転者が通常食事に要する時間の長さを含んでもよい。１つの
実施形態において、上記少なくとも１台の他の車両は移動中の車両である。あるいは、所
定のデータは車両に関する外部パラメータを含む。たとえば、地点（又はバス停）が商業
ビルやオフィスの外側にある場合、それはピーク時にはより混雑するかもしれない。同様
に、地点（又はバス停）が学校の外側にある場合は、それは授業時間の前又は後により混
雑するかもしれない。さらに、上記少なくとも１台の他の車両は、静止しているが、工程
３０２から工程３０８における車両と同じ経路を通るようにスケジュールされている車両
である。
【００７４】
　図４は本発明の実施形態に従って実施されるシステム４００の概略図を示す。該システ
ムは、移動時間予測サーバ４１４に動作可能に結合された運行間隔最適化サーバ４１６と
、センサ４０８と、車両に関する他のデータを送信するための送信機４１０を含む。
【００７５】
　運行間隔最適化サーバ４１６は、通常、輸送事業者又は対象の輸送事業者の効率の最適
化に努めている関係者に関連付けられる。輸送事業者は車両（例えば、バス）を運営して
いる（管理している）実体（例えば、会社又は組織）であってもよい。上述したように、
運行間隔最適化サーバ４１６は、他の装置（例えば、センサ）とメッセージを交換する、
かつ／又は他の装置に情報を渡すことによって他のサーバとの通信を確立するために使用
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される１つ以上の計算装置を含んでもよい。
【００７６】
　運行間隔最適化サーバ４１６は、データベース４０２、４０４及び４０６から情報を検
索（retrieve）するように構成されていてもよい。付加的に又は代替的に、運行間隔最適
化サーバ４１６は、対応するセンサ４０８から出発記録を、対応するセンサ４１０から他
の所定のデータを受信するように構成されていてもよい。１つの実施形態において、運行
間隔最適化サーバ４１６は、対応するデータベース４０２から初期スケジュールデータを
検索し、対応するデータベース４０４から制御方策及びそれらに対応する時間データを検
索し、対応するデータベース４０６から制約データを検索するように構成されている。ま
た、運行間隔最適化サーバ４１６は、移動時間予測サーバ４１４が集計した出力を受信す
るように構成されている。運行間隔最適化サーバ４１６は、対応するデータベース４２０
に格納されていてもよい調整されたスケジュール（調整された出発時間を含む）、及び／
又は対応するデータベース４１８に格納されていてもよい制御方策データを出力するよう
に構成されていてもよい。運行間隔最適化サーバ４１６によって生成された出力は、運行
間隔最適化サーバ４１６によってそれの入力として受信されてもよい。
【００７７】
　移動予測サーバ４１４は、対応するセンサ４０８からの出発記録、対応するセンサ４１
０からの他の所定のデータ、及び対応するデータベース４１２からの他の移動時間予測モ
デルの受信に応じて車両の移動時間予測を出力するように構成されている。データベース
４１２は予測に適した数学モデル又は統計モデルを含んでもよい。移動予測サーバ４１４
からの出力はディスプレイに表示され、かつ／又は運行間隔最適化サーバ４１６に送られ
てもよい。
【００７８】
　図５Ａ－図５Ｍは本発明の実施形態に従って輸送事業者の効率がどのように最適化され
るかについての例を示す。図５Ａは、第１地点Ｓ０から始まり、第１地点Ｓ０の後に位置
する第２地点Ｓ１に進む、一連の連続する地点（又はバス停）を示す。第３地点Ｓ２は地
点Ｓ１の後に位置し、第４地点Ｓ３は地点Ｓ２の後に位置する。同様に、第５地点Ｓ４は
地点Ｓ３の後に位置する。地点Ｓ３は超過待ち時間（ＥＷＴ）を評価するための評価点と
して決定されてもよい。評価点としての地点Ｓ３の決定は行政によって行われてもよい。
図５Ａにおいて、初期スケジュール（又は現在のスケジュール）５０２は、各地点におけ
る各車両（又は各バス）の予想到着時間を示すことができる。例えば、Ｔ１０１のルート
運行ＩＤを有する第１の車両（例えば、図５Ｃの５０４）は午前６：００に地点Ｓ０に、
午前６：１５に地点Ｓ１に、午前６：２５に地点Ｓ２に、午前６：４０に地点Ｓ３に、そ
して午前６：５０に地点Ｓ４に到着すると予想される。以下の説明において、実施形態が
、輸送事業者が、予測枠内で複数の計画されたルート運行に対する運行間隔を管理するた
めに、多様な停留所へのバスの配車及び停留所での待機を含む、彼らの運用を管理するこ
とを、どのように可能にするのかを示す。移動中及び駐車中（すなわち、まだ移動中でな
い）車両に対して、初期スケジュール５０２を得るために長期的移動時間予測技術を採用
してもよい。
【００７９】
　図５Ｂは輸送事業者の効率を最適化するために使用されるパラメータを示す。例えば、
地点Ｓ０とＳ１との間には、移動中時間（例えば、ＴＴ０１）と滞在時間（例えば、ＤＴ
１）との２つの期間が存在する。多様な実施形態に従って輸送事業者の効率を最適化する
目的で、車両が地点Ｓ０からＳ１までに要する移動時間（例えば、ＳＳ０１）は時間ＴＴ
０１及びＤＴ１を含むように取られる。つまり、連続する２つの地点間の車両の移動時間
は移動中時間と滞在時間との組み合わせである。
【００８０】
　図５Ｃは、移動中の車両５０４、５０６と、少なくとも１台の駐車中の（例えば、待機
中の又はまだ移動中でない）車両５０８とが存在する例を示している。上で説明したよう
に、本発明の実施形態は、運輸事業者等が予測枠を設定し、（移動中及び待機中の両方の
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車両に対する）複数のルート運行に対するスケジュールを最適な方法で更新することによ
り運行間隔を管理することを可能にする。
【００８１】
　効率を最適化するために、予測の対象は車両（移動中又は待機中の両方）が接近してい
くものである。これは、ルート運行１における車両に対する時間ＳＳ２３及びＳＳ３４、
ルート運行２における車両に対する時間ＳＳ０１、ＳＳ１２、ＳＳ２３及びＳＳ３４、及
びルート運行３においてスケジュールされている車両に対する時間ＳＳ０１、ＳＳ１２、
ＳＳ２３及びＳＳ３４を含む。
【００８２】
　図５Ｄ－図５Ｆは、図４に示すシステムを使用して輸送事業者の効率がどのように最適
化されるかを示している。図５Ｄは、輸送事業者の効率を最適化する目的で、どのような
設定がなされるかを示している。初期スケジュール５１２はデータベース４０２から検索
されてもよい。関連する制御方策及びそれらに必要な時間５１４がデータベース４０４に
入力されてもよい。これは、関連する場所（例えば、地点Ｓ０、Ｓ３）を含む。制約デー
タがデータベース４０６に入力されてもよい。制約データ５１６は、特に、各車両が特定
の地点を早めに出発することができる最大時間（例えば、５分）及び車両を運転する運転
者に対して必要な食事時間（例えば、２０分）を含む。また、処理のための一般的な設定
５１０、例えば、３０分の最適化頻度及び９０分の予測に対する期間が設定されてもよい
。
【００８３】
　図５Ｅは輸送事業者の効率を最適化する第１の反復における第１の工程を示す。車両５
０４及び５０６の実際の出発時間記録５１８が検索されてもよい。第１の反復において、
例えば、午前６：３０に、ルート運行Ｔ１０１の車両５０４は、初期のスケジュール５１
２よりも２分早い午前６：２３に地点Ｓ２を出発した後、地点Ｓ２とＳ３との間の移動中
時間の最中である。また、午前６：３０に、ルート運行Ｔ１０２の車両５０６は、初期ス
ケジュール５１２の時間どおりである午前６：２０に地点Ｓ０を出発した後、地点Ｓ０と
Ｓ１との間の移動中時間の最中である。
【００８４】
　図５Ｆは輸送事業者の効率を最適化する第１の反復における第２の工程を示す。設定の
１つは予測の期間が９０分というものである。したがって、図５Ｆにおいて、予測スケジ
ュール表５２０は、移動予測サーバ４１４からの出力である予測移動時間、実際の出発記
録４０８、及び初期スケジュール５１２に基づいて作成される。
【００８５】
　図５Ｇは、輸送事業者の効率を最適化しながら、どのように出発時間を予測できるかを
示している。まず、配車された（例えば、移動中の）車両５０４（ルート運行ＩＤ、Ｔ１
０１）、車両５０６（ルート運行ＩＤ、Ｔ１０２）の実際の出発記録５２２、及び待機中
の（例えば、駐車中の）車両（例えば、Ｔ１０３のルート運行ＩＤを有する車両５０８）
の初期配車時間５２２が検索される。次に、連続する２つの地点（例えば、地点Ｓ３から
Ｓ４）の間を車両が走行するのに必要な予測時間（例えば、移動中時間）を、移動予測サ
ーバ４１４の出力として、対象の地点に対して検索する。次の９０分間に対する予測出発
時間５２６（又は図５Ｆに示す５２０）を得るために、予測移動中時間５２４が第１の工
程で検索された記録に加算される。
【００８６】
　図５Ｈは、ルート運行間の運行間隔を最適化するために、以前の工程で説明した設定お
よび工程がどのように使用されるかを示している。制御方策は運行間隔最適化サーバ４１
６の出力である。制御方策の例としては、特に、予測出発時間と初期出発時間との差が挙
げられる。上で述べたように、ＥＷＴ法は、輸送事業者の認識された規則性の判断基準の
１つである。すなわち、ＥＷＴ法は、乗客が予想する待ち時間と比較したときの、彼らが
経験する平均追加待ち時間を測定する。乗客がある地点で経験する可能性がある追加の待
ち時間を管理するために、制御方策は、運行間隔を適応的に管理するために運行間隔最適
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化サーバ４１６から出力されるパラメータである。
【００８７】
　実施形態において、参照番号５３０で示す制御方策を決定するために、バスの運用に対
する最適化エンジンであるＲＥＦＬＥＸを採用してもよい。従来、運行間隔の均等化の最
適化は、処理するデータの量のために実行することが困難であった。事例の数が多いため
、全ての組み合わせの事例（例えば、各ルート運行における各地点に対して何分間調整す
るのか）を検索することは技術的に不可能である。ＲＥＦＬＥＸは、ある期間（例えば、
数日）にわたる制御方策の最適な組を短時間で見つける技術である。
【００８８】
　例として、ＲＥＦＬＥＸにおけるいくつかの最適化工程は以下のものを含む。
【００８９】
　工程１：地点Ｓ３での運行間隔の均等性の観点から、全てのルート運行に対して配車時
間のみについて調整の最適な組を見つける。
【００９０】
　工程２：地点Ｓ３での運行間隔の均等性の観点から、全てのルート運行に対してバス停
でのバスの待機時間のみについて調整の最適な組を見つける。
【００９１】
　図５Ｉは、実際の出発記録／予想配車時間５２２及び予測移動時間／計画移動時間５２
４から、どのように調整された出発時間５２８が作成されるかを示している。まず、配車
された車両５０４、５０６の実際の出発記録５２２及び待機中の車両５０８の予想配車時
間が検索される。次に、更新されたスケジュール（又は統合されたスケジュール）を得る
ために、予測時間の枠（例えば、９０分）内で対象の地点まで移動するための予測移動時
間５１８が実際の出発時間及び予想配車時間に加算される。制御方策５３０が計算され、
調整された出発時間を得るために運行間隔最適化サーバ４１６によって使用される。例と
して、調整された出発時間５２８を生成するために、初期スケジュール５１２及び制御方
策５３０が使用される。
【００９２】
　図５Ｊは、少なくともユーザに、どのように多様な結果が表示されるかを示している。
１つの実施形態において、制御方策５３０、調整された出発時間５２８、及び予測された
出発時間５１８のうちの少なくとも１つは、少なくともユーザ、例えば、運用の品質を管
理及び制御する輸送事業者の社員（又は会員）に利用可能にされてもよい。これらのパラ
メータを可視化することによって、ユーザは、直近の車両だけでなく、予測の枠内で地点
に到着する任意の車両を含む車両がいつ到着するだろうかを知ることができる。また、９
０分内の移動時間の予測を考慮することにより、ユーザがＥＷＴに対する最良の時間表を
知ることを可能にする。従来、ユーザが出来ることは、特定の地点における次の車両の到
着推定時間を知り、該到着推定時間に基づいて時間表を調整することだけである。
【００９３】
　図５Ｋは、輸送事業者に対して、どのように効率が最適化されるかに関する第２の反復
を示す。参照番号５１０に示すように、第２の反復の設定は３０分の最適化頻度を含み、
第１の反復は午前６：３０であった。午前７：００の第２の反復において、効率を最適化
する処理が繰り返される。すなわち、車両の現在の状況５１８が再び収集され、その後の
ルート運行のために運行間隔の均等性が最適化される。
【００９４】
　図５Ｌは、第２の反復において、どのように出発時間が予測されるかを示している。１
つの実施形態において、予測の時間枠は、第２の反復に対して９０分として設定される。
まず、車両の実際の出発記録５３２と、午前７時に配車されることがスケジュールされて
いる車両の配車時間５３２が検索される。次に、予測出発時間５３６を得るために、予測
枠内で対象の地点まで移動するための予測移動時間５３４が得られ、車両の実際の出発記
録及び午前７時に配車することがスケジュールされている車両の配車時間に加算される。
【００９５】
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　図５Ｍは、第２の反復において、輸送事業者の効率を最適化するために、どのように出
発時間が調整されるかを示している。上述したように、ＥＷＴは、スケジュールされた待
ち時間と、経路に沿った多様な地点で記録された実際の待ち時間との差である。ルート運
行間の運行間隔の均等性を維持することによって規則性を与えることが重要である。しか
し、前述したように、運送事業者がどの程度早くバスを配車できるかについては制約があ
る。例えば、輸送事業者がバスを配車することができる最も早い時間は、それの予定され
た出発時間の５分前である。すなわち、Ｔ１１５のルート運行ＩＤを有する車両の理想的
な調整が、それの予定時間の７分前（又は「－７」）である場合、それは予定時間の５分
前（又は「－５」）に車両を配車するという制約データと矛盾するため、そのような調整
を行うことは不可能である。したがって、参照番号５３８で示す制御方策の表において、
停留所Ｓ０におけるルート運行Ｔ１１５に対する調整は－５である。運行間隔の均等性を
維持するために、ルート運行Ｔ１１５の前後のルート運行Ｔ１１４及びＴ１１６は、ルー
ト運行Ｔ１１５が停留所Ｓ０から７分前に出発することができないということによって生
じるＥＷＴの予想される増大を補償するために、それに応じて調整される。
【００９６】
　図６は例としての計算装置６００を示し、それはコンピュータシステム６００と呼ばれ
ることもある。１つ以上のそのような計算装置６００が図３の方法を実行するために使用
されてもよい。例としての計算装置６００は、図２及び図４に示されるシステム２００，
４００を実施するために使用されてもよい。計算装置６００の以下の説明は、単なる例と
してのものであり、限定することを意図したものではない。
【００９７】
　図６に示されるように、例としての計算装置６００は、ソフトウェアルーチンを実行す
るためのプロセッサ６０７を含む。明確性のために単一のプロセッサが示されているが、
計算装置６００はマルチプロセッサシステムを含んでもよい。プロセッサ６０７は、計算
装置６００の他の構成要素と通信するための通信基幹設備６０６に接続されている。通信
基幹設備６０６は、例えば、通信バス、クロスバー、又はネットワークを含んでもよい。
【００９８】
　計算装置６００は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等のメインメモリ６０８と、セ
カンダリメモリ６１０とをさらに含む。セカンダリメモリ６１０は、例えば、ハードディ
スクドライブ、ソリッドステートドライブ又はハイブリッドドライブであってもよい記憶
ドライブ６１２、及び／又は磁気テープドライブ、光ディスクドライブ、ソリッドステー
ト記憶ドライブ（ＵＳＢフラッシュドライブ、フラッシュメモリデバイス、ソリッドステ
ートドライブ、メモリカード等）等であってもよい着脱可能記憶ドライブ６１７を含んで
もよい。着脱可能記憶ドライブ６１７は、周知の方法で着脱可能記憶媒体６７７から読み
書きする。着脱可能記憶媒体６７７は、着脱可能記憶ドライブ６１７によって読み書きさ
れる磁気テープ、光ディスク、不揮発性メモリ記憶媒体などを含んでもよい。当業者には
理解されるように、着脱可能記憶媒体６７７は、コンピュータ実行可能プログラムコード
命令及び／又はデータを記憶したコンピュータ可読記憶媒体を含む。
【００９９】
　他の実施形態において、セカンダリメモリ６１０は、コンピュータプログラム又は他の
命令を計算装置６００にロードすることを可能にする他の同様の手段を付加的又は代替的
に含んでもよい。このような手段は、例えば、着脱可能記憶装置６２２及びインターフェ
ース６５０を含んでもよい。着脱可能記憶装置６２２及びインターフェース６５０の例は
、プログラムカートリッジ及びカートリッジインターフェース（ビデオゲーム機に搭載さ
れているもの等）、着脱可能なメモリチップ（ＥＰＲＯＭやＰＲＯＭ等）及び関連したソ
ケット、着脱可能なソリッドステート記憶ドライブ（ＵＳＢフラッシュドライブ、フラッ
シュメモリデバイス、ソリッドステートドライブ、メモリカード等）、及び他の着脱可能
記憶装置６２２、及びソフトウェア及びデータを着脱可能記憶装置６２２からコンピュー
タシステム６００に転送することを可能にするインターフェース６５０が含まれる。
【０１００】
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　計算装置６００はまた、少なくとも１つの通信インターフェース６２７を含む。通信イ
ンターフェース６２７は、ソフトウェア及びデータが通信経路６２７を介して計算装置６
００と外部装置との間で転送されることを可能にする。本発明の多様な実施形態において
、通信インターフェース６２７は、計算装置６００と、公共データ又はプライベートデー
タの通信ネットワーク等のデータ通信ネットワークとの間でデータを転送することを可能
にする。通信インターフェース６２７は、異なる計算装置６００が相互接続されたコンピ
ュータネットワークの一部を形成する、そのような計算装置６００間でデータを交換する
ために使用されてもよい。通信インターフェース６２７の例は、モデム、ネットワークイ
ンターフェース（イーサネットカード等）、通信ポート（シリアル、パラレル、プリンタ
、ＧＰＩＢ、ＩＥＥＥ１３９４、ＲＪ４５、ＵＳＢ等）、関連する回路を有するアンテナ
等を含んでもよい。通信インターフェース６２７は有線であってもよいし、無線であって
もよい。通信インターフェース６２７を介して転送されるソフトウェア及びデータは、電
子的、電磁的、光学的、又は通信インターフェース６２７によって受信され得る他の信号
であってもよい信号の形式である。これらの信号は通信経路６２７を介して通信インター
フェースに供給される。
【０１０１】
　図６に示されるように、コンピューティング装置６００はさらに、関連するディスプレ
イ６５０に画像を描写するための動作を実行するディスプレイインターフェース６０２と
、関連するスピーカー６５７を介して音声コンテンツを再生するための動作を実行するオ
ーディオインターフェース６５２とを含む。
【０１０２】
　本明細書で使用される用語「コンピュータプログラム製品」は、部分的に、着脱可能記
憶媒体６７７、着脱可能記憶装置６２２、記憶ドライブ６１２にインストールされたハー
ドディスク、又は通信経路６２７（ワイヤレスリンク又はケーブル）を介して通信インタ
ーフェース６２７にソフトウェアを搬送する搬送波を意味してもよい。コンピュータ可読
記憶媒体は、記録された命令及び／又はデータを実行及び／又は処理のために計算装置６
００に提供する任意の非一時的な不揮発性の有形記憶媒体を意味する。このような記憶媒
体の例には、磁気テープ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク
、ハードディスクドライブ、ＲＯＭ又は集積回路、ソリッドステート記憶ドライブ（ＵＳ
Ｂフラッシュドライブ、フラッシュメモリデバイス、ソリッドステートドライブ、メモリ
カード等）、ハイブリッドドライブ、光磁気ディスク、又はＰＣＭＣＩＡカード等のコン
ピュータ読み取り可能カードが含まれ、これらのデバイスは計算装置６００の内部に配置
されても外部に配置されてもよい。計算装置６００へのソフトウェア、アプリケーション
プログラム、命令及び／又はデータの提供にも関わり得る、一時的又は無形のコンピュー
タ可読伝送媒体の例は、無線又は赤外線伝送チャネル、及び他のコンピュータ又はネット
ワーク装置へのネットワーク接続、及び電子メール伝送及びウェブサイト等に記録された
情報を含むインターネット又はイントラネットを含む。
【０１０３】
　コンピュータプログラム（コンピュータプログラムコードとも呼ばれる）はメインメモ
リ６０８及び／又はセカンダリメモリ６１０に格納される。コンピュータプログラムは通
信インターフェース６２７を介して受信されてもよい。そのようなコンピュータプログラ
ムは、実行されると、計算装置６００が本明細書で説明する実施形態の１つ以上の特徴を
実行することを可能にする。多様な実施形態において、コンピュータプログラムは、実行
されると、プロセッサ６０７が上述の実施形態の機能を実行することを可能にする。した
がって、そのようなコンピュータプログラムはコンピュータシステム６００のコントロー
ラを意味する。
【０１０４】
　ソフトウェアはコンピュータプログラム製品に格納されてもよく、着脱可能記憶ドライ
ブ６１７、記憶ドライブ６１２、又はインターフェース６５０を使用して計算装置６００
にロードされてもよい。コンピュータプログラム製品は非一時的なコンピュータ可読媒体
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であってもよい。あるいは、コンピュータプログラム製品は通信経路６２７を介してコン
ピュータシステム６００にダウンロードされてもよい。ソフトウェアは、プロセッサ６０
７によって実行されると、図３に示されるように、方法３００を実行するために必要な動
作を計算装置６００に実行させる。
【０１０５】
　図６の実施形態は、単に例として、システム２００又は４００の動作及び構造を説明す
るために示されている。したがって、いくつかの実施形態において、計算装置６００の１
つ以上の特徴が省略されてもよい。また、いくつかの実施形態において、計算装置６００
の１つ以上の特徴が組み合わされてもよい。さらに、いくつかの実施形態において、計算
装置６００の１つ又は複数の特徴は、１つ又は複数の構成部品に分割されてもよい。
【０１０６】
　図６に示す要素は、上述の実施形態で説明したように、サーバの多様な機能及び動作を
実行するための手段を提供するために機能する。
【０１０７】
　計算装置６００が輸送事業者の効率を最適化するように構成されている場合、計算シス
テム６００は、実行されると、該計算システム６００に以下の工程を含む工程を実行させ
るアプリケーションが格納された、非一時的なコンピュータ可読媒体を備えてもよい。す
なわち該工程は、輸送事業者によって管理（運営）されている車両の第１地点での第１出
発時間を受信すること、第１地点の後に位置する第２地点での車両の第２出発時間を受信
すること、第１出発時間と第２出発時間との差を決定すること、及び差の決定に応じて、
第２地点の後の地点の車両の更新された推定到着時間を示す、更新されたスケジュールを
提供するために、現在のスケジュールを更新すること、を含む。
【０１０８】
　概略的に説明された本発明の意図又は範囲から逸脱することなく、特定の実施形態に示
されるように、本発明に対して多数の変形及び／又は修正を行うことができることは、当
業者によって理解されるであろう。したがって、上述の実施形態は、あらゆる点で例示的
であり、限定的ではないとみなされる。
【０１０９】
　例えば、上記の実施の形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載され得るが
、以下には限られない。
（付記１）
　プロセッサによって、輸送事業者によって管理されている車両の第１地点での第１出発
時間を受信し、
　前記プロセッサによって、前記第１地点の後に位置する第２地点での前記車両の第２出
発時間を受信し、
　前記プロセッサによって、前記第１出発時間と第２出発時間との差を決定し、
　前記プロセッサによって、前記差の決定に応じて、前記第２地点の後の地点の前記車両
の更新された推定到着時間を示す、更新されたスケジュールを提供するために、現在のス
ケジュールを更新する、
　輸送事業者の効率を最適化するための方法。
（付記２）
　前記更新されたスケジュールを提供するために前記現在のスケジュールを更新する工程
が、前記プロセッサによって、前記輸送事業者によって管理されている少なくとも１台の
他の車両の更新された推定第１出発時間を提供するために、該少なくとも１台の他の車両
の推定第１出発時間を更新することを含み、該少なくとも１台の他の車両の前記推定第１
出発時間は該少なくとも１台の他の車両が前記第１地点を出発することが予想される時間
である、付記１に記載の方法。
（付記３）
　前記プロセッサによって、前記少なくとも１台の他の車両の第１出発時間を受信するこ
とをさらに含み、前記少なくとも１台の他の車両の前記第１出発時間が該少なくとも１台
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の他の車両が前記第１地点を出発する時間である、付記２に記載の方法。
（付記４）
　前記プロセッサによって、前記少なくとも１台の他の車両の前記更新された推定第１出
発時間と前記少なくとも１台の他の車両の記録された第１出発時間との差を決定すること
をさらに含み、前記差が制御方策データである、付記３に記載の方法。
（付記５）
　前記制御方策データの決定に応じて前記更新されたスケジュールを提供するために、前
記現在のスケジュールが更新される、付記４に記載の方法。
（付記６）
　前記プロセッサによって、前記更新されたスケジュールに応じて前記車両と前記少なく
とも１台の他の車両との間の運行間隔を最適化することをさらに含む、付記５に記載の方
法。
（付記７）
　前記運行間隔を最適化する工程が、
　前記プロセッサによって、少なくとも前記車両に関連する所定のデータを受信すること
、及び
　前記プロセッサによって、前記所定のデータを受信する工程に応じて前記運行間隔を最
適化すること、を含む、付記６に記載の方法。
（付記８）
　前記少なくとも１台の他の車両が移動中の車両である、付記２～７のいずれか１項に記
載の方法。
（付記９）
　前記更新されたスケジュールを提供するために前記現在のスケジュールを更新する工程
が、前記プロセッサによって、前記車両に関する速度情報を受信することを含み、
　前記車両に関する前記速度情報を受信する工程に応じて前記更新されたスケジュールを
提供するために、前記現在のスケジュールが更新される、付記１～８のいずれか１項に記
載の方法。
（付記１０）
　前記更新されたスケジュールをディスプレイ上に表示することをさらに含む、付記１～
９のいずれか１項に記載の方法。
（付記１１）
　少なくとも１つのプロセッサ、及びコンピュータプログラムコードを含む少なくとも１
つのメモリを備える輸送事業者の効率を最適化するための装置であって、前記少なくとも
１つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも１つのプロセッ
サによって、前記装置に少なくとも、
　該輸送事業者によって管理されている車両の第１地点での第１出発時間を受信させ、
　前記第１地点の後に位置する第２地点での前記車両の第２出発時間を受信させ、
　前記第１出発時間と第２出発時間との差を決定させ、かつ
　前記差の決定に応じて、前記第２地点の後の地点の前記車両の更新された推定到着時間
を示す、更新されたスケジュールを提供するために、現在のスケジュールを更新させるよ
うに構成されている、輸送事業者の効率を最適化するための装置。
（付記１２）
　前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードが、前記少なくと
も１つのプロセッサによって、前記輸送事業者によって管理されている少なくとも１台の
他の車両の更新された推定第１出発時間を提供するために、該少なくとも１台の他の車両
の推定第１出発時間を更新するように、さらに構成されており、該少なくとも１台の他の
車両の前記推定第１出発時間は該少なくとも１台の他の車両が前記第１地点を出発するこ
とが予想される時間である、付記１１に記載の装置。
（付記１３）
　前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードが、前記少なくと



(18) JP 6962390 B2 2021.11.5

10

20

30

40

50

も１つのプロセッサによって、少なくとも１台の他の車両の第１出発時間を受信するよう
に、さらに構成されており、前記少なくとも１台の他の車両の前記第１出発時間は該少な
くとも１台の他の車両が前記第１地点を出発する時間である、付記１２に記載の装置。
（付記１４）
　前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードが、前記少なくと
も１つのプロセッサによって、前記少なくとも１台の他の車両の前記更新された推定第１
出発時間と前記少なくとも１台の他の車両の記録された第１出発時間との差を決定するよ
うに、さらに構成されており、前記差が制御方策データである、付記１３に記載の装置。
（付記１５）
　前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードが、前記少なくと
も１つのプロセッサによって、前記制御方策データの決定に応じて前記更新されたスケジ
ュールを提供するために、前記現在のスケジュールを更新するように、さらに構成されて
いる、付記１４に記載の装置。
（付記１６）
　前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードが、前記少なくと
も１つのプロセッサによって、前記更新されたスケジュールに応じて前記車両と前記少な
くとも１台の他の車両との間の運行間隔を最適化するように、さらに構成されている、付
記１５に記載の装置。
（付記１７）
　前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードが、前記少なくと
も１つのプロセッサによって、
　少なくとも前記車両に関する所定のデータを受信し、かつ
　前記所定のデータの受信に応じて前記運行間隔を最適化するように、さらに構成されて
いる、付記１６に記載の装置。
（付記１８）
　前記少なくとも１台の他の車両が移動中の車両である、付記１２～１７のいずれか１項
に記載の装置。
（付記１９）
　前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードが、前記少なくと
も１つのプロセッサによって、前記車両に関する速度情報を受信するように、さらに構成
され、前記車両に関する前記速度情報の受信に応じて前記更新されたスケジュールを提供
するために、前記現在のスケジュールが更新される、付記１１～１８のいずれか１項に記
載の装置。
（付記２０）
　前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータプログラムコードが、前記少なくと
も１つのプロセッサによって、前記更新されたスケジュールをディスプレイに表示するよ
うに、さらに構成されている、付記１１～１９のいずれか１項に記載の装置。
【０１１０】
　この出願は、２０１７年７月１０日に出願されたシンガポール特許出願第１０２０１７
０５６６５Ｐ号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０１１１】
４０２、４０４、４０６、４１２、４１８、４２０　データベース
４０８、４１０　センサ
４１４　予測サーバ
４１６　最適化サーバ
５１０　一般的な設定
５１２　スケジュール
５１４　所要時間
５１６　制約データ
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５１８　時間の記録
５２０　スケジュール表
５２２　配車時間
５２４　予測移動中時間
５２６　予測出発時間
５２８　調整された出発時間
５３０　制御方策
５３２　出発の記録
５３４　予測移動時間
５３６　予測出発時間
５３８　制御方策
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